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公布された規則のあらまし

◇鳥取県債権管理事務取扱規則の一部を改正する規則

１ 規則の改正理由

未収金の処理予定を明らかにさせて、未収金が増えないよう適切に管理するため所要の改正を行う。

２ 規則の概要

(１) 過年度税外未収金調書に今後の処理予定欄を加えるとともに、歳入計算書の添付を不要とする。

(２) 施行期日は、公布日とする。
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規 則

鳥取県債権管理事務取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年２月17日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第１号

鳥取県債権管理事務取扱規則の一部を改正する規則

第１条 鳥取県債権管理事務取扱規則（昭和39年鳥取県規則第16号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（過年度税外未収金調書） （過年度税外未収金調書）

第11条 知事又は出納機関の長は、出納閉鎖期日後、 第11条 知事又は出納機関の長は、出納閉鎖期日後、

過年度に属する歳入の未収入金について、過年度税 過年度に属する歳入の未収入金について、過年度税

外未収金調書（様式第６号）を作成し、会計管理者 外未収金調書（様式第６号）を作成し、歳入計算書

に提出しなければならない。 に添えて、会計管理者に提出しなければならない。

備考 改正部分は、下線の部分である。

第２条 鳥取県債権管理事務取扱規則の一部を次のように改正する。

様式第６号を次のように改める。

様式第６号（第11条関係）

過年度税外未収金調書

（年度分）（課（出納機関）名）

年度 調定時の 前 年 末 繰 越 当 該 年 度 内 翌 年 度 繰 越

区分 収入科目 過 年 度 件数 収 入 額 件数 未 収 額 件数 徴 収 経 過 今後の処理予定

未 収 額

円 円 円

注１ 年度区分は、当初調定した年度を記入する。

２ 調定を取り消したとき、又は欠損処分をしたときは、その額及び件数を括弧を付して当該年度内の収

入額及び件数の下に記載する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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人 事 委 員 会 規 則

へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年２月17日

鳥取県人事委員会委員長 曽 我 紀 厚

鳥取県人事委員会規則第１号

へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則

へき地手当等に関する規則（昭和46年鳥取県人事委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

へき地学校 へき地学校

所 在 地 学 校 名 級別 所 在 地 学 校 名 級別

倉吉市河来見262 高城小学校河来見分校 ２級

番地２

倉吉市河来見262 高城小学校河来見二子季 ２級

番地２ 節間分校

東伯郡三朝町大字 南小学校福山分校 ２級 東伯郡三朝町大字 南小学校福山分校 ２級

福山279番地２ 福山279番地２

略 略

日野郡日野町久住 黒坂小学校久住季節間分 ２級 日野郡日野町久住 黒坂小学校久住季節間分 ２級

576番地 校 576番地 校

岩美郡岩美町大字 岩美南小学校鳥越季節間 １級

鳥越259番地 分校

八頭郡若桜町大字 若桜小学校吉川分校 １級

吉川101番地

略 略

備考 改正部分は、太線で囲まれた部分である。

附 則

この規則は、平成24年４月１日から施行する。
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職員の修学部分休業に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年２月17日

鳥取県人事委員会委員長 曽 我 紀 厚

鳥取県人事委員会規則第２号

職員の修学部分休業に関する条例施行規則の一部を改正する規則

職員の修学部分休業に関する条例施行規則（平成16年鳥取県人事委員会規則第27号）の一部を次のように改正

する。

改 正 後 改 正 前

（給与の減額方法）

第６条 条例第３条の規定により減額して給与を支給

する場合における修学部分休業の承認を受けて勤務

しない時間については、当該給与の計算期間ごとに

合計し、１時間未満の端数を生じたときは、その端

数が30分以上のときは１時間とし、30分未満のとき

は切り捨てる。

（雑則） （雑則）

第７条 略 第６条 略

備考 改正部分は、下線の部分である。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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